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建設現場の遠隔臨場に関する試行について 

 

 

 建設現場における「段階確認」、「材料確認」と「立会」を必要とする作業に

遠隔臨場を適用するため、『建設現場の遠隔臨場に関する試行要領（案））』、及

び『建設現場の遠隔臨場に関する監督・検査試行要領（案）』を作成したので通

知する。 

 

 

 

 
 

 


